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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年９月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 釣り客負傷 

発生日時 平成３０年１０月１３日 １１時５５分ごろ 

発生場所 茨城県北茨城市大津岬南方沖 

大津岬灯台から真方位１８９°１.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３６°４８.４′ 東経１４０°４７.９′） 

事故の概要 遊漁船第八茂
しげ

栄
えい

丸は、北東進中、波により船体が動揺し、前部甲板

にいた釣り客２人が負傷した。 

事故調査の経過 平成３０年１２月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

遊漁船 第八茂栄丸、４.９トン 

ＩＧ３－６０５９（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９０ｍ（Lr）×３.２８ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３５７kＷ、昭和６３年１２月１５日 

第２３１－５８５１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年９月３日 

免許証交付日 平成２７年８月７日 

（令和３年７月３０日まで有効） 

釣り客Ａ 男性 ５１歳 

釣り客Ｂ 男性 ４９歳 

 死傷者等 重傷 １人（釣り客Ａ）、軽傷 １人（釣り客Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０～１.５ｍ 

 北茨城市では、本事故当時、風や波に関する警報又は注意報は発表

されていなかった。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客Ａ及び釣り客Ｂほか釣り客

８人を乗せ、平成３０年１０月１３日０５時３０分ごろ大津岬南南西

方沖の釣り場に向け、北茨城市平潟
ひらかた

港を出港した。 

本船は、０６時００分ごろ釣り場に至り、パラシュート形シーアン
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カーを船首から投入し、船尾部にスパンカーを展張して漂泊を開始し

たのち、まだい釣りを行い、潮上りと漂泊を繰り返していた。 

船長は、１１時３０分ごろ、北東風が強くなり、波高が約１.０～

１.５ｍに高まったので、周囲では数隻の遊漁船が釣りを継続してい

たものの、予定より早めに平潟港への帰航を開始した。 

本船は、釣り客Ａ及び釣り客Ｂが前部甲板に置いたクーラーボック

スに腰を掛け、釣り客８人が後部甲板に設置されたベンチに腰を掛け

るなどしていた。 

本船は、船長が、操舵室左舷側の舵輪の前に立ち、北東風を避けて

西方の陸岸に近い海域を航行することにし、約１０ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により北北東進した後、大津

岬に沿って右転し、同岬東方沖に向かって北東進を始めたところ、船

首方から風浪を受ける態勢となったので約８knの速力に減速した。 

本船は大津岬南方沖を北東進中、船長が、船首方に突然、波高約２

～３ｍの波を認めたものの更に減速する間もなく、１１時５５分ご

ろ、同波によって船首部が上下動し、釣り客Ａ及び釣り客Ｂが転倒し

た。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

船長は、釣り客Ａ及び釣り客Ｂが転倒したことに気付いて停船し、

前部甲板に行って負傷の状況を確認した後、携帯電話で自宅に連絡し

て救急車を要請するよう指示し、平潟港に向かった。 

釣り客Ａ及び釣り客Ｂは、帰港後、救急車で病院に搬送され、釣り

客Ａが左肩関節脱臼骨折と、釣り客Ｂが左足挫傷等とそれぞれ診断さ

れた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、出港前に風や波に関する警報及び注意報が発表されていな

いことを確認していた。 

本船の全速力前進時の速力が約２３～２４kn であり、船長は、通

常は約１４～１５kn で航行しており、ふだんから風浪の状況に応じ

て適宜減速していた。 

船長は、月に２０回程度遊漁船として出航するほか、約４５年前か

ら漁業を営んでおり、本事故発生場所付近では、北東風が吹くと風浪

が高まりやすいことを知っていた。 

船長は、帰航を開始する際、釣り客Ａ及び釣り客Ｂが前部甲板にい

図１ 事故発生時の乗船場所 

船長 

釣り客Ａ 

釣り客Ｂ 

氷入れ 

ベンチ 

クーラーボックス 
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るのを認めたが、減速して航行すれば特に危険はないと思った。 

船長は、本事故当時、船首方の波の状況に気を取られていたので、

釣り客Ａ及び釣り客Ｂが転倒するところを見ていなかった。 

船長は、遊漁船業者として業務規程を定めており、同規程には、安

全の確保のため船長が遵守すべき事項として、波の影響による船体動

揺について次のとおり定めていた。 

＊ 航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況につ

いて適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行

い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動

揺の軽減に努めます。 

＊ 航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるとき

は、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分

に乗船するよう指導します。 

釣り客Ａは、本船の船首部が上下動した際、船首方に身体を向けて

クーラーボックスに腰を掛けていて、身体の正面から波を被った記憶

があるが、負傷に至った状況については、身体が宙に浮いたあと、ど

こかにたたきつけられたのではないかと本事故後に思った。 

釣り客Ａは、本船の船首部が上下動した際、突然認めた大きな波が

一発大波であったと本事故後に思った。 

釣り客Ｂは、本船の船首部が上下動した際、船尾方に身体を向けて

クーラーボックスに腰を掛けていて、左前方に転倒して左足の甲を前

部甲板に打ち付けた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、大津岬南方沖を北東進中、風力４の北東風が吹き、船首方

から風浪を受ける状況下、船長が、釣り客Ａ及び釣り客Ｂを前部甲板

に乗せていたことから、突然受けた大波により船首部が上下動した

際、前部甲板でクーラーボックスに腰を掛けていた釣り客Ａ及び釣り

客Ｂが転倒して負傷したものと考えられる。 

船長は、帰航を開始する際、釣り客Ａ及び釣り客Ｂが前部甲板にい

るのを認めたが、減速して航行すれば危険はないと思ったことから、

釣り客Ａ及び釣り客Ｂを船体中央より後方に移動させなかったものと

考えられる。 

原因 本事故は、本船が、大津岬南方沖を北東進中、風力４の北東風が吹

き、船首方から風浪を受ける状況下、船長が、減速して航行すれば危

険はないと思い、釣り客Ａ及び釣り客Ｂを前部甲板に乗せていたた

め、突然受けた大波により船首部が上下動した際、前部甲板でクーラ

ーボックスに腰を掛けていた釣り客Ａ及び釣り客Ｂが転倒したことに
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より発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・遊漁船の船長は、波の影響により船体が動揺して危険が予想され

るときは、釣り客を比較的動揺の小さい船体後方へ移動させるこ

と。 

・遊漁船の船長は、波の状況を見て、十分に減速するなど波の影響

による船体動揺の軽減に努めること。 

※平成２３年９月３０日付「遊漁船はなぶさ釣り客負傷事故に係る意

見について」により、水産庁は、釣り客を船体中央より後方に乗船

させるよう業務規程例の一部改正（平成２３年１０月２６日付け水

産庁長官通知２３水管第１５６０ 号）を行った。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年１０月１３日 

 １１時５５分ごろ発生） 

茨城県 

北茨城市 

大津岬灯台 

大津港 

平潟港 

釣り場 

高萩市 

本船の進路 


